
第２期岩手県海岸漂着物対策推進地域計画【概要】

(1) 計画策定の背景
○ 海洋プラスチックごみ等による地球規

模での海洋環境の汚染によって、生態系、
生活環境、漁業、観光等への悪影響が懸念

○ 海洋のみならず、陸域においても対応が
求められ、多様な主体の連携・協力が不可欠

(2) 計画の策定について
○ 令和元年度に第１期地域計画を策定
○ 県内の海岸・海域においてプラスチックごみが確認されて
おり、第２期地域計画でも取組の継続・強化が必要

○ 海岸・河川の清掃活動を担う団体の担い手確保・育成、県
民一人ひとりが参画する仕組みが必要

○ 令和４年度施行のプラスチック資源循環促進法を踏まえた、
一層のプラスチックごみ対策の推進を盛り込む必要

(3) 計画の期間
令和５（2023）年度～令和８（2026）年度 ４年間

森川海の流域全体で、県民が一体となって環境
美化、３Ｒの推進等に積極的に取り組み、良好
な環境が保たれた海岸を守ります。

(1) 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域の指定

本県沿岸全域を指定

(2) 海岸漂着物対策の主な内容（主要新規・拡充事項は赤字記載）

① 海岸漂着物等の円滑な処理

漂流ごみ等が生活・経済活動に支障を及ぼしている場合には、円
滑な処理を推進。特に、漁業者等と連携した取組を支援

② 海岸漂着物等の効果的な発生抑制

ア 流域圏が一体となった取組の推進

○ 住民参加による地域資源を生かした環境保全活動を実施

イ 海岸・河川清掃を担う団体の育成等

○ 地域で海岸・河川清掃や普及啓発活動等の中核的役割を担う
人材等の育成・支援を推進

ウ プラスチックごみの削減等３Ｒの推進
○ エコ協力店認定事業等、廃棄物の減量化等の施策の推進等
○ プラスチック資源循環促進法に基づく、プラスチックごみの
排出抑制、再資源化に向けた取組、市町村が行う分別収集・再
資源化への技術的援助を実施

エ ごみ等の投棄の防止

○ 「海ごみゼロウィーク」や 環境月間等における取組を推進

③ 環境学習・普及啓発

ア 環境学習

海岸・河川での清掃活動等体験活動を含めた環
境学習等の振興及び環境人材の育成

イ 普及啓発
海岸漂着物等の処理施策等への情報提供及び普及

啓発に係る資材等の提供

ウ 県民一人ひとりが主体となった取組の推進

県民参加型・環境美化活動の仕組の構築

１ 海岸漂着物等の円滑な処理

○ 海岸管理者等は、海岸漂着物等の処理のための必要な措置

を実施

○ 海岸管理者等は、海岸漂着物等の処理にあたり、必要に応

じ、市町村や県と連携

２ 海岸漂着物等の効果的な発生抑制

○ 県・市町村は、内陸地域と沿岸地域が一体となり、３Ｒの

推進、ごみ等の投棄防止や、水域への流出防止等による、海

岸漂着物等となり得るごみ等の発生を抑制

○ 県・市町村・事業者は、プラスチック資源循環促進法の趣

旨を踏まえ、使い捨てプラスチック製品の使用削減等、廃プ

ラスチック類の排出抑制の取組を推進

○ 県は、海岸・河川の清掃活動を担う団体・企業等の主体的

な活動を担う担い手育成、必要な支援の実施

○ 県は、地域住民や企業等の自主的保全活動の展開のため、

民間事業者等と連携し、必要なコーディネートを実施

３ 環境学習・普及啓発

○ 県は、海岸漂着物等の円滑な処理やその発生抑制につい

て、環境学習や消費者教育の推進に必要な施策を実施

○ 県は、県民に対し、海岸漂着物等の実態や対策の実施状況

等に関して積極的かつ効果的に周知

○ 県は、海岸漂着物等に関する幅広い年齢層への学習資材及

び県民への環境学習機会の積極的な提供

○ 県は、県民一人ひとりが海洋ごみ問題に関心を持ち、主体

的に環境美化活動に参画していける仕組みを構築

４ 多様な主体の適切な役割分担と連携の確保

○ 行政機関のほか、県民や民間団体、事業者、研究者等の

多様な主体が、適切な役割分担の下で積極的に取組を進め

るとともに、各主体の相互の情報交換と連携・協力を図る

第１章 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画の
基本的事項（第２期地域計画策定について）

(2) 海岸漂着物対策の基本方針

(1) 基本目標（第１期地域計画から継続）

＜現状＞
○ 令和３年度に回収・処理され

た海岸漂着物等：約404ｔ
○ 自然物が全体の90％を占め
るも、人工物のうち、プラス
チック類が約50％占める

○ 県内海域においてもマイク
ロプラスチックごみを確認

○ 海岸漂着物等対策が浸透

＜課題＞
● 海や川への更なるプラスチックごみ流出抑制の取組、モニタ

リングの継続が必要
● 内陸部を含めた取組の浸透や、そうした取組を担っていく

団体・個人が高齢化・固定化していることから、ボランティア
による清掃活動への支援、環境保全団体の担い手育成、県民一
人ひとりの行動を促す仕組みの構築が必要

● プラスチック資源循環促進法（新法）に基づくプラスチック
ごみ削減等の取組が必要

第３章 岩手県における海岸漂着物等の現状と課題

海岸漂着物等の回収・処分状況
（R3）

（環境生活部資源循環推進課調べ）

流木・木材

332.8t 83%

木くず、

葦、海藻

28.7t 7%

プラスチック類

21.3t 5%

漁網・漁具

19.6t 5%

計：約404t

←左写真）
回収されたマイクロプラ

スチックごみ（R3）

【ＳＤＧｓの目標】

○ 延長約700kmにわたる海岸、多くの河川（うち６水系が他県に
注ぐ）

○ 本県の海岸の優れた自然環境を生かし、三陸復興国立公園等
の自然公園、三陸ジオパーク、港湾・漁港、レジャー施設等と
して活用

第２章 岩手県における海岸特性

第４章 海岸漂着物対策の基本方針 第５章 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域
及びその対策内容

啓発資材（子供向け）

第６章 関係者の相互協力及び役割分担に関する事項

第７章 海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項

○ 海岸管理者等、県、市町村、国・研究機関、県民、事業者、団体等、

多様な主体の適切な役割分担と相互協力が不可欠

○ 各主体における役割分担を明確化

○ 県は、海岸漂着物等の定期的な調査を行い、対応策等を検討

○ 県等は、災害等により大量の海岸漂着物等の発生や、危険物漂着時
の速やかな情報収集及び情報の住民周知及び適正処理を実施

○ 県は、海岸漂着物対策の活動に熱意と識見を有する海岸漂着物対策
活動推進員・団体の担い手の育成と活動に必要な支援を実施

○ 社会経済情勢の変化、制度の改正、県内の取組状況等を踏まえ、必要な
見直しを実施
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